
事 務 連 絡 

令和７年５月２３日 

 

 

各都道府県教育委員会指導事務主管課 

各指定都市教育委員会指導事務主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 事 務 主 管 課 

附属学校を置く各国立大学法人附属学校事務主管課   

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた 

各地方公共団体株式会社立学校事務主管課 

       

 

 

文部科学省初等中等教育局教育課程課  

 

                      

 

令和７年度「環境のための地球規模の学習及び観測プログラム」（GLOBE） 

におけるグローブ・スクールの募集について（周知） 

 

 学習指導要領等においては、これからの学校には、一人一人の児童生徒が「持続可能な

社会の創り手」となることができるようにすることが求められる旨が明記されています。 

 特に、環境問題は、世界全体の喫緊の課題となっており、子供たちが理解を深め、環境

を守るための行動につながる教育（以下「環境教育」という。）を今後ますます充実して

いくことが求められます。 

 これらを踏まえ、文部科学省では、環境のための地球規模の学習及び観測プログラム

（ GLOBE: Global Learning and Observations to Benefit the Environment）を推進しているところです。 

 このたび、令和７年度に GLOBEに関する活動を実施する学校の募集が開始されました。

活動内容や応募の詳細については、グローブ日本事務局のホームページ（本事務連絡下部

に URL を掲載）を御覧のうえ、積極的な応募について御検討ください。（応募期限は６月

末日となります。） 

 このことについては、以下に掲げる表のとおり、周知をお願いいたします。 

 

周知元  周知先  

都道府県・指定都市教育委員会指導事務

主管課  

所管の学校（小学校、中学校、義務教育

学校、高等学校、中等教育学校及び特別

支援学校等をいう。）及び域内の市区町

村教育委員会  

都道府県私立学校事務主管課  所轄の学校及び学校法人 

国公立大学法人附属学校事務主管課 設置する附属学校  

地方公共団体株式会社立学校事務主管課 所轄の学校設置会社及び学校  

御中 



その際、学校における働き方改革の観点から、周知の範囲及び方法については、全ての

学校に一律に通知する以外にも、例えば、他の案件とまとめて周知する、教育委員会主催

の教員研修の場で配付する等、貴課において適切に御判断いただくよう、お願いします。 

 

（参考） 

 GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment)は、全世界

の幼児・児童・生徒、教師及び科学者が相互に協力しながら、全世界の個々人の身近な環

境や地域に関する意識の啓発、地球に関する科学的理解の増進、理数教育においてより高

い水準へ到達するための手助けとなることを目的として環境観測や情報交換をおこなう、

学校を基礎とした国際的な環境教育のプログラムです。 

  

（グローブ日本事務局のホームページ） 

https://www.u-gakugei.ac.jp/~globe/index.html 

 

 

 

＜文部科学省連絡先＞ 

文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程第二係 

TEL ：03-5253-4111（内線 2613） 

E-mail:kyoiku@mext.go.jp 

 

＜グローブ日本事務局連絡先＞ 

東京学芸大学 環境教育研究センター（小柳・鈴木） 

TEL：042-329-7665 

E-mail：globe@u-gakugei.ac.jp 

https://www.u-gakugei.ac.jp/~globe/index.html

